
□三次年金事務所　☎0824-62-3107問

社会保険料として控除されます
納付した国民年金保険料は、所得
税および住民税の申告において全額
が社会保険料控除の対象となりま
す。年末調整や確定申告で社会保険
料控除の適用を受ける場合、日本年
金機構から送付される控除証明書、
または領収書の添付が必要です。申
告まで大切に保管してください。

詳しくは

日本年金機構ホームページ

その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料

①1月1日から10月2日の間に
　国民年金保険料を納付した方

②10月3日から12月31日の間に
　国民年金保険料を納付した方
　（①の対象者は除きます）

控除対象

控除証明書送付時期

11月上旬発送

2024年
2月上旬発送

▶

▶

市道の除雪作業

● 夜間は大変危険なため除雪作業を行いません。
● 積雪の状況によっては、除雪作業が遅れたり、
　交通規制を行う場合があります。

市道に20cm以上の積雪が確認され、
運行に支障がある場合に除雪作業を行います。

除雪作業へのご理解をお願いします

● 除雪作業の障害になるため、路上駐車や道路上に
   障害物を放置しないでください。
● 除雪作業で破損する恐れがあるため、道路脇の防護柵や電気柵などは事前に撤去してください。
● 各家の出入口は市道ではないため除雪できません。各家庭で取り除いてください。
● 道路脇の樹木の枝が積雪でたわみ、通行に支障がある場合は所有者が対応してください。
   危険な場合は作業者が伐採する場合があります。

除雪作業にご協力をお願いします

□建設課　☎・お太助フォン 47-1208問

2022年度は市道の除雪作業に約2億円かかりました。

マイナンバーカード
休日窓口を開設します

《日時》
▪12月24日（日）　9：00～12：00

《場所》
▪市民課　窓口係

《取扱業務》
▪マイナンバーカード交付（受取）
▪マイナンバーカードの申請サポート
▪電子証明書の発行・更新
※交付、申請サポートは事前予約が必要です（先着順）。

《予約受付期間》
▪12月4日（月）～18日（月）　※開庁時のみ

□問市民課　窓口係
　☎・お太助フォン 42-5616　 42-2130

住生活総合調査に
ご協力をお願いします

居住環境など住生活全般に関する実態や居住者の意
向・満足度等を総合的に調査し、住生活の安定・向上に
係る総合的な施策の推進に役立てるものです。対象世帯
には11月下旬から調査票が郵送されますので回答への
ご協力をお願いします。

《対象世帯》
10月に実施された住宅・土地統計調査に回答した世

帯から抽出
《調査機関》
　国土交通省から業務を委託された民間事業者

□問管理課　住宅係
　☎・お太助フォン 47-1201　 47-1206

後期高齢者医療制度　医療費を一部支給します

費用の支払い後に申請し、広島県後期高齢者医療広域連合が認めた場合に限り、一部負担金相当額を控除した額が
払い戻されます。
■払い戻される支払いの条件

治療・支払 症状など 条件・必要書類など

被保険者証を持たない受診 急病、国内旅行中など 診療報酬明細書（レセプト）、領収書などが必要です。

治療用装具の購入 コルセットなど 医師の診断書、領収書などが必要です。

柔道整復 ねんざ、打撲など

▪骨折、脱臼などの施術を受けるときは、あらかじめ医師
の同意が必要です（応急手当てを除く）。

▪肩こりや筋肉疲労に対する施術や、整形外科などで医
師の治療を受けている傷病に対する施術は対象外です

（全額自己負担）。

はり、灸
きゅう 神経痛、リウマチ、腰痛症など

慢性的な痛みの治療時

▪医師の同意書が必要です。
▪同一疾病に対し、病院や診療所で医師の治療を受けて

いるときは対象外です。

あんま、マッサージ 麻
まひ

痺、関節拘
こうしゅく

縮（関節が動かなくなる状
態）など医療上必要な症例の施術時

▪医師の同意書が必要です。
▪疲労回復や疾病予防が目的のマッサージを受けたとき

は対象外です。

転院等のための移送費用
（移送費） 医師の指示で、療養上必要な場合

▪下記の全てに該当する場合のみ対象です。
　- 移送目的の療養が保険診療として適切な場合
　- 患者が療養の原因の傷病で移動が困難な場合
　- 緊急その他、やむを得ないと認められる場合
※介護タクシーでの移送は対象外です。

□問保険医療課　医療保険年金係
　☎・お太助フォン 42-5619　 42-2130

542023.12 あきたかた 2023.12 あきたかた


